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資料 1 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 
 

件

名 

年金からの住民税特別徴収(引落し)開始に伴う電算システムの情報項目の追加につ

いて 
 
 

内容は別紙のとおり 

条例の根拠 

【諮問】 

◇第 16 条第 1 項本文（電子計算機による個人情報の処理開発、変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当部課： 総務部税務課税調整係） 
 



2 

事業の概要 

事業名 年金からの住民税特別徴収(引落し) 

担当課 総務部税務課 

目 的 
地方税法及び新宿区特別区税条例の規定に基づき、年金受給者の納税の便宜を図ると

ともに、区における徴収の効率化を図るため。 

対象者 住民税の納税義務のある６５歳以上の年金受給者。ただし、以下の場合を除く。 

(1)年金の年額が、１８万円未満である場合。 

(2)当該年度の特別徴収額が、年金の年額を超える場合。 

事業内容 
１ 対象税額（特別徴収する税額） 

年金の所得に係る住民税の所得割額及び均等割額。 

２ 対象年金 

老齢基礎年金、厚生年金、共済年金など。 

３ 特別徴収義務者 

特別徴収義務者は、年金給付をする者（以下「年金保険者」という。）とし、徴収

した税額を、その徴収した月の翌月の１０日までに区に納入する。 

４ 特別徴収に係る通知 

年金保険者及び区は、特別徴収を行うにあたって、特別徴収対象税額等の情報に

ついて、経由機関（社団法人地方税電子化協議会）を通じて通知する。社団法人地

方税電子化協議会を経由機関とした外部結合は、既に情報公開・個人情報保護審議

会で承認済。 

５ 徴収の方法  

(1) 上半期の年金支給月（４月、６月、８月）ごとに、前年度の下半期の特別徴収

額の三分の一を仮徴収する。 

(2) 下半期の年金支給月（１０月、１２月、２月）ごとに、年税額から当該年度の

上半期の特別徴収額を控除した額の三分の一を本徴収する。 

(3) 特別徴収を新たに開始する年度は、上半期を普通徴収、下半期を特別徴収によ

り徴収する。 
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別紙（個人情報処理システム開発・変更関係） 

◇１．電算開発等（第 16 条第 1 項本文関係）・・・諮問事項 

件名 年金からの住民税特別徴収(引落し)開始に伴う電算システムの情報項

目の追加について 
 

保有課（担当課）  総務部税務課 

登録業務の名称  特別区民税・都民税 

記録される情報

項目（だれの、ど

のような項目が、

どこのコンピュ

ータに記録され

るのか） 

１ 対象者 

  住民税の納税義務のある６５歳以上の年金受給者。ただし、以下の場合

を除く。 

  (1)年金の年額が、１８万円未満である場合。 

  (2)当該年度の特別徴収額が、年金の年額を超える場合。 

 

２ 記録項目 

  付属資料記載の項目を追加する。 

 

３ 記録するコンピュータ 

  区ホストコンピュータ（税務情報システム） 

 

 

新規開発・追加・

変更の理由 

 年金からの特別徴収を実施するにあたり、既存処理との整合性を図り、か

つ、効率的に事務を行うため、税務情報システムに年金からの特別徴収に係

る情報を記録する。 

 

 

新規開発・追加・

変更の内容 

 年金保険者から送付される特別徴収対象者から特別徴収可否判定を行い、

課税及び収納データベースに記録し年金保険者あて特別徴収依頼データを

送付する。 

 特別徴収対象者が死亡、転出等異動になった場合には、年金保険者あて特

別徴収中止情報を送付する。 

 年金保険者からの特別徴収結果通知に基づき、収納情報の消込処理を行

う。 

 特別徴収の開始・変更・中止を決定した場合に対象者あて通知を出力する。

 オンライン画面に特別徴収に係る項目を表示する。 

開発等を委託す

る場合における

個人情報保護対

策 

自区内開発 

新規開発・追加・ 

変更の時期 
 審議会承認後 

 



4 

 

付 属 資 料 

 
追加する記録項目 

 
年金特徴データベース 
 
１．年金特徴月別レコード 

年、月、調定額、納税額、過不足額、送付番号、収納年月日、領収年月日、納期限、 
基礎年金番号、特別徴収義務者コード、年金コード、取消事由、履歴表示 

 
２．年金特徴収納履歴レコード 

種別、金額１、金額２、収納年月日、領収年月日、処理年月日、通知書発送年月日、発生年月日、

事由、番号 
 


